
適切な事業運営

チェック
事業所単位・個人単位の期間制限を理解している
労働契約申込みみなし制度を理解している

派遣元事業主労働者 派遣先

派遣契約の締結にあたって

チェック

自社を離職して１年以内の人の受入れではない

社会・労働保険の加入の確認をしている

派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成を
行っている

派遣依頼

派遣契約の締結

労働契約の締結

雇用管理

就業管理

連絡調整
（適正な派遣就業の確保）

派遣就業の開始

派遣社員を受け入れるときの主なポイント
派遣先の皆さまへ

派遣就業にあたって４

労働者派遣の流れ

派遣就業の終了

派遣先への通知労働条件・派遣料金
就業条件の明示

派遣登録
（登録型派遣の場合）

待遇の説明

チェック
派遣労働者への事前面接は行っていない
派遣禁止業務への派遣受入れではない
派遣契約に定めるべき事項はすべて網羅している
派遣元事業者は労働者派遣事業の許可を有している

４

３

期

間

制

限

１

期間制限１

３

厚生労働省 都道府県労働局 PL020212 需02

抵触日通知

！！ご注意ください！！
～労働者派遣事業は原則許可制となりました～

無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合には、労働者派
遣法違反となり行政指導の対象となるほか、労働契約申込みみなし
制度（→p.７）の対象となる可能性があります。

（許可番号例）派13－000000（許可事業者）

比較対象労働者の
待遇情報の提供

①派遣先均等・均衡方式

労使協定の締結

②労使協定方式

待遇情報の提供

公正な待遇の確保２

チェック（派遣先均等・均衡方式の場合）

適切な比較対象労働者を選出している
情報提供すべき事項をすべて網羅している

チェック（労使協定方式の場合）

情報提供すべき事項をすべて網羅している

チェック（待遇決定方式に関わらず共通）
派遣元の求めに応じて業務の遂行に必要な教育訓練
を行っている
福利厚生施設の利用の機会を提供している

公正な待遇の確保にあたって２

コーディネート

同意
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◆事業所単位・個人単位の期間制限
派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限があります。

派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間（派遣可能期間）は、原則、３年が限度です。
派遣先が３年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働
組合など※からの意見を聴く必要があります。
※過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する者

◆意見聴取手続
事業所単位の期間制限による３年の派遣可能期間を延長する場合、
派遣先は、その事業所の過半数労働組合など※に対して意見を聴く必要があります。
※過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する人

・意見聴取は、事業所単位の期間制限の抵触日の１カ月前までに行うことが必要です。
・過半数労働組合などから異議が示されたときは、対応方針などを説明する義務があります。

◆以下の人・業務は例外として期間制限の対象外となります。
・派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者
・60歳以上の派遣労働者
・有期プロジェクト業務
（事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定期間内に完了するもの）

・日数限定業務
（１カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ、月10日以下であるもの）

・産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位（いわゆる「課」などを
想定）に対し派遣できる期間は、３年が限度です。
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派遣均等／均衡

派遣先

＜通常の労働者＞
（無期雇用フルタイム）

＜派遣労働者＞

比較対象労働者の待遇情報の提供

派遣元

① 職務内容（※１） 、② 職務内容・配置の変更範囲（※２）
が同じ場合には差別的取扱いを禁止

①【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

「均等待遇」

※１ 職務内容とは、「業務の内容」＋「責任の程度」をいいます。
※２ 職務内容・配置の変更範囲とは、「人材活用の仕組みや運用等」をいいます。

「均衡待遇」
① 職務内容（※１）、②職務内容・配置の変更範囲（※２）、
③その他の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止

◆派遣労働者の同一労働同一賃金
派遣元事業主が、以下の①【派遣先均等・均衡方式】または②【労使協定方式】のいずれかの待
遇決定方式により、派遣労働者の公正な待遇を確保する必要があることについて、派遣先は認識し
ておく必要があります。

協定を書面で締結していない場合、協定に必要な事項が定められていない場合、

協定で定めた事項を遵守していない場合、過半数代表者が適切に選出されていない場

合には、【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】が適用されます。

＜労使協定に定める事項＞
① 協定の対象となる派遣労働者の範囲
② 賃金決定方法（以下に該当するものに限る）

・同種業務の一般の労働者の平均的な賃金額以上
・職務の内容等が向上した場合に賃金が改善

③ 職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
④ 賃金以外の待遇決定方法（派遣元の通常の労働者（派遣労働者除く）
との間で不合理な相違がない）

⑤ 段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥ 有効期間 など

労使協定の締結派遣

＜使用者＞
過半数労働組合

or
過半数代表者

派遣労働者含む

派遣元

②【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

書面の交付等の方法により、
労働者に周知されます。

派遣先

※①または②による待遇の確保は派遣元事業主の義務です。

２ 公正な待遇の確保にあたって

待遇情報の提供※

※ 派遣先が実施する「業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練」や派遣先の食堂・休憩
室・更衣室については、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保することが必要です。

3



◆待遇情報の提供
待遇決定方式が【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】のいずれの場合も、
労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し、比較対象労働者の待遇など
に関する情報を提供しなければなりません。

※ 情報提供をせず、派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません。

派遣先 派遣元

①待遇情報の提供

②派遣契約の締結

※ 派遣元事業主が【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】により派遣労働者の公正
な待遇を確保できるよう、派遣料金について配慮義務がかかります。例えば、派遣元事業主か
ら要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じないような場合等には、配
慮義務を尽くしたとはいえないこととなります。

比較対象労働者とは
派遣先の通常の労働者のうち、次の①～⑥の優先順位によりそれぞれの派遣労働者ご

とに「比較対象労働者」が派遣先により選定され、派遣元は比較対象労働者の待遇情報に
基づいて、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を確保します。

① 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
② 「職務の内容」が同じ通常の労働者
③ 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者
④ 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
⑤ ①～④に相当するパート・有期雇用労働者（短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣
先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要）

⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入
れたと仮定した場合における当該通常の労働者

書面の交付
ファクシミリ
電子メールなど

書面の写しを派遣終了日か
ら３年間保存してください。

提供する「待遇に関する情報」とは

① 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
② 比較対象労働者を選定した理由
③ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、
その旨を含む。）

④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
⑤ 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

【派遣先均等・均衡方式】の場合

【労使協定方式】の場合
① 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力
を付与するために実施する教育訓練（法第40条第２項の教育訓練）

② 給食施設、休憩室、更衣室（法第40条第３項の福利厚生施設）

※派遣先均等・均衡方式の場合
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３ 派遣契約の締結にあたって

◆事前面接の禁止
事前に派遣労働者を指名すること、派遣就業の開始前に派遣先が面接を行うこと、 履歴書を送
付させることなどは原則的にできません。（紹介予定派遣の場合は例外です。）

◆適切な派遣契約の締結
• 港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務（紹介予定派遣等の場合は
例外）は派遣が禁止されています。

• 派遣契約を締結する前に、派遣元事業主に対して事業所単位の期間制限の抵触日を通知するこ
とが必要です。

• 派遣契約では、業務内容などの他に、派遣先の都合による派遣契約の中途解除の際に、派遣労
働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項（派遣労働者の新たな就業機会の確保、
派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用の負担に関することなど）についても定め
ることが必要です。

◆日雇派遣・グループ企業派遣の制限
• 派遣元事業主との労働契約の期間が30日以内の労働者は、労働者派遣が原則禁止されていま
す。
※ ソフトウェア開発などの政令で定める業務や、60歳以上の人、学生、副業として従事する人、
主たる生計者でない人は例外

• 派遣元事業主が属するグループ企業への派遣は全体の８割以下にすることが必要です。

◆離職後１年以内の労働者の受入禁止
自社で直接雇用していた労働者（社員・アルバイトなど）※を、離職後１年以内に派遣元事業
主を介して、派遣労働者として受け入れることはできません。
※60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外

◆社会・労働保険の適用
受け入れる派遣労働者について、社会・労働保険の加入が適切に行われていることを確認する
ことが必要です。

◆派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成
派遣先は、受入事業所ごとに、派遣先責任者を選任し、派遣先管理台帳を作成しなければなり
ません。

４ 派遣就業にあたって

◆福利厚生施設の利用と教育訓練
派遣先は以下の教育訓練と福利厚生施設の利用の機会を提供する必要があります。

派遣先は、派遣先の労働者に実施する「業務の遂行に必要な能力
を付与するための教育訓練」については、派遣元の求めに応じて、派
遣元が実施可能な場合などを除き、派遣労働者に対してもこれを実施
するなど必要な措置を講じなければなりません。

派遣先は、派遣先の労働者が利用する食堂・休憩室・更衣室につ
いて、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければなりません。
派遣先は、派遣先が設置・運営し、派遣先の労働者が通常利用し

ている物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、
講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設などの施設の利用に関す
る便宜の供与の措置を講ずるよう配慮しなければなりません。

教育訓練

福利厚生

一定の労働者派遣の期間（６カ月以内）を経て、直接雇用に移行すること（職業紹介）を念頭に行われる派遣を
紹介予定派遣といいます。

（参考）紹介予定派遣について
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裁判外紛争解決手続（行政ADR）について
派遣労働者と派遣元または派遣先との間で、次の事項に関してトラブルとなった場合には、トラブル
を早期に解決するため、「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調
停」を求めることができます。
この制度は無料で利用することができ、調停等の内容が公にされないため、プライバシーが保護され
ます。また、これらを求めたことを理由として、派遣元および派遣先は派遣労働者に対して不利益な取
扱いをしてはならないこととされています。

派遣元が講ずべき措置
①派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差の禁止
②労使協定に基づく待遇の決定
③雇入れ時・派遣時の明示・説明
④派遣労働者の求めに応じた説明と説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止

労働者派遣法に基づく紛争解決の援助の対象となる紛争

都道府県労働局長 調停会議

都道府県労働局長による

助言・指導・勧告

調停会議による

調停・調停案の作成・受諾勧告

事業主と労働者による、苦情の自主的解決

＜当事者の希望等に応じて＞

未解決

～裁判外紛争解決手続（行政ADR）の流れ～

簡単な手続きで迅速に

行政機関に解決して

もらいたい場合

公平、中立性の高い

第三者機関に援助して

もらいたい場合

派遣先が講ずべき措置
①業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施
②食堂、休憩室、更衣室の利用の機会の付与

◆派遣労働者からの苦情の処理
派遣先は、派遣労働者からの苦情の処理体制を整備しなければなりません。

◆労働者の募集情報の提供
事業所で働く正社員を募集する場合、その事業所で継続して1年以上受け入れている派遣労働
者がいれば、その派遣先の派遣労働者に対しても、正社員の募集情報を周知しなければなりませ
ん。
派遣先の同一の組織単位の業務に継続して３年間受け入れる見込みがある派遣労働者について、
派遣元事業主から雇用の安定を図るための措置として、直接雇用するよう依頼があった場合で
あって、その事業所で働く労働者（正社員に限らない）を募集するときは、その派遣労働者に対
しても、派遣先の労働者の募集情報を周知しなければなりません。
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